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【手続補正書】
【提出日】平成30年3月16日(2018.3.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脂肪性肝炎、アルコール性肝疾患、脂肪肝、肝脂肪症、肝硬変症、肝線維症および急性
妊娠脂肪肝からなる群から選択される肝障害を処置するための医薬であって、１，１１－
ビス－（１－カルボキシ－シクロプロピル）－ウンデカン－６－オールまたはその薬学的
に許容される塩を有効成分として含む、医薬。
【請求項２】
　前記障害が脂肪性肝炎である、請求項１に記載の医薬。
【請求項３】
　前記脂肪性肝炎が非アルコール性脂肪性肝炎である、請求項２に記載の医薬。
【請求項４】
　前記脂肪性肝炎が非アルコール性脂肪肝疾患である、請求項２に記載の医薬。
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【請求項５】
　前記障害がアルコール性肝疾患である、請求項１に記載の医薬。
【請求項６】
　前記障害が脂肪肝である、請求項１に記載の医薬。
【請求項７】
　前記障害が肝脂肪症、肝硬変症または肝線維症である、請求項１に記載の医薬。
【請求項８】
　前記障害が急性妊娠脂肪肝である、請求項１に記載の医薬。
【請求項９】
　前記有効成分が１，１１－ビス－（１－カルボキシ－シクロプロピル）－ウンデカン－
６－オールである、請求項１～８のいずれか一項に記載の医薬。
【請求項１０】
　ヒト成人用である、請求項１～９のいずれか一項に記載の医薬。
【請求項１１】
　リポジストロフィー、リソソーム酸リパーゼ欠損症および糖原病からなる群から選択さ
れる障害を処置するための医薬であって、１，１１－ビス－（１－カルボキシ－シクロプ
ロピル）－ウンデカン－６－オールまたはその薬学的に許容される塩を有効成分として含
む、医薬。
【請求項１２】
　前記有効成分が１，１１－ビス－（１－カルボキシ－シクロプロピル）－ウンデカン－
６－オールである、請求項１１に記載の医薬。
【請求項１３】
　ヒト成人用である、請求項１１または１２に記載の医薬。
【請求項１４】
　Ｃ型肝炎、ヒト免疫不全ウイルス感染症、α１－アンチトリプシン欠損症、バッセン・
コーンツヴァイク症候群、低βリポタンパク血症、セリアック病、ウィルソン病およびウ
ェーバー・クリスチャン症候群からなる群から選択される障害を処置するための医薬であ
って、１，１１－ビス－（１－カルボキシ－シクロプロピル）－ウンデカン－６－オール
またはその薬学的に許容される塩を有効成分として含む、医薬。
【請求項１５】
　前記有効成分が１，１１－ビス－（１－カルボキシ－シクロプロピル）－ウンデカン－
６－オールである、請求項１４に記載の医薬。
【請求項１６】
　ヒト成人用である、請求項１４または１５に記載の医薬。
【請求項１７】
　中毒性肝障害、完全非経口栄養、外科手術による重度の体重減少、環境毒性、栄養失調
および飢餓からなる群から選択される病態を処置するための医薬であって、１，１１－ビ
ス－（１－カルボキシ－シクロプロピル）－ウンデカン－６－オールまたはその薬学的に
許容される塩を有効成分として含む、医薬。
【請求項１８】
　前記有効成分が１，１１－ビス－（１－カルボキシ－シクロプロピル）－ウンデカン－
６－オールである、請求項１７に記載の医薬。
【請求項１９】
　ヒト成人用である、請求項１７または１８に記載の医薬。
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